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第１章  環境基本計画の基本的事項 
 

 

１ 計画策定の背景 

中野市は、市の中央を南北に流れる千曲川や支流の夜間瀬川、斑尾川、市の北にそびえる

高社山や斑尾山など水や緑に恵まれた豊かな自然が広がるまちです。 

この恵まれた自然環境を守り、より良い状態で将来世代へ引き継いでいくために、中野市

環境基本条例に基づき、2008年(平成20年)３月に「中野市環境基本計画」（以下、「前計画」

という）を策定し、各種の取組を進めてきました。 

前計画策定から10年が経過し、この間も環境問題は、地球規模で深刻化が進み、加えて東

日本大震災に起因する放射性物質による環境汚染やエネルギー問題など新たな環境問題にも

直面しています。 

このような状況のもと、これまで以上に環境に配慮した行動が必要となることから本計画

を策定します。 

 

２ 計画策定の目的 

本計画は、中野市環境基本条例に掲げた３つの基本理念の実現をめざして、本市の環境の

保全を市民・事業者・市が協力して総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画です。 

 

 

 

 

中野市環境基本条例の基本理念 

１ 環境の保全は、市民が健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、この環境が将来に

わたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全は、すべての者の公平な役割分担のもと、環境への負荷の少ない持続的な発

展が可能な社会を構築することを目的として、自主的かつ積極的に行われなければなら

ない。 

３ 環境の保全は、地域の環境が地球環境に深くかかわっていることを認識して、すべての

事業活動及び日常生活において地球環境の保全に資するよう行われなければならない。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は「中野市環境基本条例」に基づき策定するものであり、本市における環境の保全

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画です。 

国・県の法律・条例及び関連計画並びに市の最上位計画である「第２次中野市総合計画」

をはじめとして、本市が策定している構想・計画等と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、2018年度(平成30年度)から2027年度までの10年間とし、「第２次中野市

総合計画」と連携して計画を進めます。 

また、社会情勢や本市を取り巻く環境の変化に対応するため、必要に応じて見直しをしま

す。 

 
 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

 

環境基本 

計   画 

             

前計画 
本  計  画  期  間 

（必要に応じて見直し） 

次
期
計
画 

              

総合計画 

             

第２次基本構想（10年間） 

次期計画 前期基本計画（６年間） 後期基本計画（４年間） 

          

              

  
 環境関連個別計画 

環境保全に関する施策・事業 

連携 

整合 

実施計画 毎年ローリング（３年間） 

市の各種計画、 

取組 
第２次中野市 

環境基本計画 

第２次中野市総合計画 

整合 

国・県の法律・条例など 

・環境基本法 

・長野県環境基本条例 

・環境基本計画  等 

中野市 

・中野市環境基本条例 
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５ 計画の範囲 

本計画の対象範囲は、中野市全域とします。ただし、市域を超えて取り組む必要性がある

課題については、国・県・近隣市町村との連携を視野に入れて進めます。 

また、対象とする環境の範囲は、循環型社会、生活環境、自然環境、地球環境の分野を対

象とするとともに、環境教育や市民・事業者・市が協働した環境保全活動など、環境に関連

を持つ分野も対象とします。 

 

計画の対象範囲 

区  分 対    象 

環境教育・協働推進 環境学習、環境保全活動 など 

循環型社会 廃棄物、資源循環、不法投棄、環境美化 など 

生活環境 公害、上下水道、緑化、景観 など 

自然環境 農地、森林、生物多様性 など 

地球環境 地球温暖化、エネルギー、交通 など 

 

 

 

 

 

 

 

 


